
令和２年度「ふれあいファミリアミーティング」回答表【三増区】

№ 意見・要望要旨 担当課 回答
廃品・廃材・中古機械回収業者の進出
を抑制する条例については、土地の所
有者などの権利を著しく制限すること
にもなりますので、難しいところでは
ありますが、地域の方の環境や景観に
配慮した土地利用を図るための方策に
つきまして、調査・研究をしてまいり
たいと考えております。
各事業者の作業内容などが法令に反し
ているものについては、法に基づき適
切に対応してまいります。
また、法令に反していない場合につい
ては、具体的な状態をお伝えいただ
き、その内容により必要に応じて、事
業者に対して「近隣への配慮」をお願
いさせていただきますので、案件ごと
にご相談いただければと思います。
農地の転用については、県が農地法に
基づいて事務を行っており、地域の状
況などをお伝えしているところです。
荒廃農地については、適正な管理を促
すよう所有者に連絡をしたり、個別に
相談に応じるなど、優良農地の確保に
努めております。

1

最近、新宿町内会へも廃品・廃材・中
古機械回収業者の進出が増えてきまし
た。それらの業者による夜間操業・騒
音・道路占用・交通障害など、近隣住
民への悪影響が出てきました。独自の
条例を定め、新規進出を抑制してくだ
さい。既に操業している業者には、上
記の問題の是正を徹底させ、地域住民
の生活環境維持に努力してください。
これらの業者の進出は、農地の転用も
一因と考えます。農地の相続が発生し
た場合に、相続人に農地に関する義務
や責任を周知・啓発してください。県
が勧めている「農地中間管理事業」な
ど、農地の維持管理についての施策を
提案するなど、多方面からの対応が望
まれます。
さらに、町は三増区を新規就農者の受
け入れ地域・認定農業者制度の拠点と
位置づけていると聞きます。新規就農
者・認定事業者には農地の確保が欠か
せません。上記の問題は、農地の減少
と農業経営環境の悪化を招きます。
一方で農業振興を掲げ、他方で安易な
農地の転用を認めるということに、大
きな矛盾と失望を感じる。町長はじめ
関係各課の職員はこの矛盾をどう思っ
ているのか、考えを聞かせてくださ
い。

都市施設課
農業委員会事務局

環境課
住民課
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№ 意見・要望要旨 担当課 回答

2①

下宿地区には今年、2件の塗装関係業者
が進出しました。既に進出済みの板金
塗装業者（馬込地区）を含め、この狭
い住宅地区で、3件もの塗装業者が稼働
しています。一部の地域住民は、にお
いや有害物質による環境・健康影響を
懸念しながら生活しています。町内会
役員により、地権者・業者との協定書
締結の協議が進めれつつあるようです
が、簡単ではない模様です。そこで、
下記の点を要望します。
①生活環境を守るため、業者との協定
書を円滑に締結できるよう、町行政が
地域住民と業者との間に立ち、指導な
どをしてもらえませんか。
②生活環境を守るという点で、町行政
の協力、力添えをお願いしたいと思い
ます。どのような協力が期待できるの
か、教えてください。

環境課 ①協定書の締結に関しては、地域の皆
様と事業者との間で交わされるものと
伺っております。このため、町が間に
立つことは困難と考えております。
②公害に関しては、法的規制と現状を
正確に把握し対応していく必要があり
ますので、法令違反の有無を確認した
上で、個別案件ごとに対応することと
しており、例えば、塗料の飛散や臭気
の漏洩などの公害が発生した場合に
は、県と連携して生活環境の保全とい
う観点から対応してまいります。
なお、町や県による解決が困難な案件
に関しましては、総務省公害等調整委
員会にご相談いただけます。
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№ 意見・要望要旨 担当課 回答

3

下宿町内会の1軒の住宅のフェンスが、
道路にはみ出しています。

道路課 当該地のフェンスについて、1月5日に
地権者の方と越境の状況を確認し、早
急に改善していただくよう申し入れを
しました。

2②

環境課
都市施設課

置き場や駐車場など、建物を伴わない
土地利用を抑制することは、土地の所
有者などの権利を著しく制限すること
にもなりますので、難しいところでは
ありますが、他自治体の効果的な事例
など、地域の方の環境や景観に配慮し
た土地利用を図るための方策につきま
して、調査・研究をしてまいりたいと
考えております。
また、ご指摘いただいた少子高齢化・
過疎化・空き家・農地の荒廃などに関
しましては、本町だけでなく、全国的
な課題であると承知しております。こ
のため、地域の皆様や県・国と連携
し、今後の方向性を模索していく必要
があるものと考えております。
いずれにいたしましても、町といたし
ましては、案件ごとに、法令等に基づ
き、適切に対応してまいりたいと考え
ております。

三増地区には現在、自動車解体業・置
き場など60件ほどの業者が進出・操業
中と聞きます。今後もさらに増加が予
想されます。地域の自然・生活環境の
悪化がますます懸念されます。これ
は、少子高齢化・過疎化・空き家・農
地荒廃化などに伴う難しい問題とも思
われます。豊かな自然・生活環境は地
域（町）の財産であり、その維持・改
善は今後、町全体の課題かと思われま
す。そこで、下記の点を質問・要望し
ます。
①こうした課題・問題を、町行政はど
のように考え、対応されようとしてい
ますか。
②コロナ禍、新たな生活様式で田舎生
活の価値が見直されているとの話も聞
きます。自然豊かな町の環境（我々の
財産）を守り、後生に繋いでいくこと
は、ますます大事なことになります。
難しい問題かと思いますが、町行政と
してさまざまな施策を主導してくださ
い。
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№ 意見・要望要旨 担当課 回答

4

山王坂下のケヤキの木に、大きな枯れ
枝が垂れ下がっています。また、根元
が町道に半分以上はみ出しており、通
行上も大変危険です。
こうしたことから、伐採をお願いした
いと昨年要望したところ、地主の方か
ら「すぐにはできないが伐採する」と
いう返答があったとのことでしたが、1
年たっても何もされておらず、伐採も
されていません。いつごろ対応してい
ただけるのか確認してください。

道路課 昨年度の「ふれあいファミリアミー
ティング」以降も、地権者の方にお願
いをしていますが、伐採に至っていま
せんので、早期に伐採していただける
よう、引き続き申し入れをしてまいり
ます。

5

スズメバチ駆除補助金の1万円は安すぎ
ると思います。また、駆除薬剤費も助
成してください。

環境課 本町の補助額については、県内の他市
町と比較いたしましても同程度の額で
あるものと承知しております。スズメ
バチは５月下旬頃から女王蜂１匹で巣
を作り始めますので、所有されている
敷地や建物をよくご確認いただき、作
り始めの時期に駆除をしていただくこ
とで、駆除費用を抑えることができま
す。
なお、敷地や建物については、原則と
して所有者の方に管理していただくこ
ととなりますので、駆除薬剤などにつ
いては、ご自身による負担をお願いい
たします。

6

タカラザ商工～浅利明神の山沿いの道
路について、定期的な雑草管理をして
ください。

農政課 農地から草が繁茂していますので、地
権者の方への対応依頼と合わせて、町
でも対応を行いたいと考えています。

7

中央養鶏第19作業所先の路肩崩壊につ
いて、その後の進捗状況はどのように
なっていますか。

道路課 排水設備の接続先である沢が、砂防指
定地であることから、排水設備が土砂
などで埋没する恐れがあるため、設備
設置の可否などについて、沢の管理者
である神奈川県（厚木土木事務所）と
協議しております。
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№ 意見・要望要旨 担当課 回答

8

「あいかわ景気盛リアゲ券」は高齢者
でも使いやすく便利です。使用期限は
令和3年2月末となっていますが、この
期限の延長と、令和3年度に再度実施す
る予定はないのか伺いたい。また、現
在の進捗（使用）状況はどうなってい
ますか。

商工観光課 【使用期限の延長について】
本事業は、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた地域経済の活性化を図
ることを目的に実施しているもので、
短い期間に商品券が利用されること
で、より経済効果が高まるよう期限を
設定しておりますことから、予定どお
り令和3年2月末までの期限とさせてい
ただくものです。
【令和３年度の再実施について】
本事業は、コロナ禍で影響を受けてい
る地域経済の活性化に効果が見込まれ
ること、また、店舗や町民の皆様から
も、再度実施してほしいとの要望が多
く寄せられていることなどから、令和
３年度の実施に向け、予算を計上して
まいります。
【進捗状況について】
令和3年2月19日現在の商品券配布人数
は39,332人で配布率は98.6％、商品券
総額では1億1,799万6千円となっており
ます。
また、商品券の使用状況は、95％程度
になるものと見込んでおります。

5/8



№ 意見・要望要旨 担当課 回答

9①

中央養鶏からの臭気については、各町
内会からも話が寄せられています。中
央養鶏側でも従来から対策をしている
と思われますが、依然として臭気が出
ています。中央養鶏から具体的な対応
を示していただき、臭気が軽減できる
よう、町からの助言もお願いします。

農政課 神奈川中央養鶏農業協同組合からの臭
気につきましては、日頃から鶏糞の処
理作業における発生抑制に努めていた
だくほか、町でも臭気低減に効果のあ
る消臭剤の購入費を助成しています。
さらに、職員が臭気を確認したり、住
民の方から通報等を受けた場合には、
ただちに発生原因の究明や必要な対策
を講じていただくよう、指導に努めて
いるところであります。
今回いただいたご意見を踏まえまし
て、今後も地域と畜産環境の共存が図
られるよう、引き続き、県などの関係
機関と連携し、周辺地域のお声を伺い
ながら、組合への指導など、臭気対策
に努めてまいりたいと考えておりま
す。

9②

中原志田地区の、志田峠町道支線に交
わる川（沢）について、令和元年の台
風で土管が土砂崩れて詰まり、道路に
水があふれました。昨年、町で補修し
ていただきましたが、また倒木・廃棄
物などが集まり、土管が詰まる状況に
なっていますので、川（沢）の補修な
どをお願いします。

道路課 管の詰まりについて、1月8日に堆積し
た土砂などの撤去を行いました。ま
た、崩落した法面の早期復旧および水
路に放置された落下物の撤去につい
て、改めて地権者の方に通知しまし
た。
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№ 意見・要望要旨 担当課 回答

10

東名厚木カントリー倶楽部入り口手前
の町道はカーブで見通しが悪い上に、
民家の生け垣が道路に大きくはみ出
し、車両のすれ違いができないなど、
大変危険になっています。区、町内
会、ゴルフ場から過去に幾度となく町
に要望を繰り返していますが、一向に
道路機能が回復されません。
そこで、道路管理者として実効性ある
対策を講じることを求め、2019年7月
16日付で、中原町内会長と東名厚木カ
ントリー倶楽部支配人が連名で、町長
宛に要望書を提出しました。
その際、副町長からは、「所有者は1年
程度かけて段階的にやらせてほしいと
言っている。町としても、きちんと刈
り取ってもらえるよう責任を持って対
応するので1年待ってほしい」という話
をいただきました。
それから1年半たちますが、新たに伸び
た枝が剪定された程度で、町道にはみ
出した部分の根本的な剪定は行われて
いません。
日々、住民やゴルフ場関係者が不安の
気持ちで通行していることを察してい
ただき、安心して通行できるよう、道
路管理者としてのご対応をお願いしま
す。

道路課 道路に越境している生垣について、令
和3年9月までに解消することとなって
いますので、確実に履行していただけ
るよう努めてまいります。
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№ 意見・要望要旨 担当課 回答

11

三増児童館は指定緊急避難場所となっ
ていますので、災害情報用テレビ、防
災行政無線戸別受信機、避難者用毛布
などの整備、ならびに高齢者の避難搬
送をお願いします。

危機管理室 ご要望いただいた備蓄品などにつきま
しては、「町自主防災活動資機材整備
費補助金」を活用いただくことと合わ
せて、町でも整備の検討をしてまいり
ます。
なお、テレビにつきましては、児童館
の備品購入等に係る費用の、町と行政
区との負担割合を定めた「愛川町立児
童館施設整備費算出基準」に基づく補
助の対象となりますので、ご利用を検
討いただければと存じます。
高齢者の避難誘導や搬送は、基本的に
は自主防災組織などにおける「共助」
の部分でお願いしているところであり
ますが、町といたしましても、必要な
支援を検討してまいります。

12

三増地区の買い物弱者対策として、庁
内循環バスの増便をしてください。

企画政策課 町内循環バスの再編については、利用
ニーズや社会情勢などに大幅な変化が
生じた場合に実施することとしており
まして、昨年度にアンケートを実施し
たところ、医療施設や商業施設への乗
り入れを要望する意見が多かったこと
から、現在、ルートの一部変更につい
て調整を進めるなど、更なる利便性の
向上を図っているところです。
なお、三増区を運行する「愛川・高峰
ルート」の増便につきましては、引き
続き利用者の推移を踏まえた上で、運
行にかかる経費や効果のほか、地域の
現状や路線バスの運行状況も含め、町
全体のバス交通環境を見通しながら検
討してまいりたいと考えております。
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